
  
  
第 1 章   総 則   
第 1 条 （本 サー ビ ス の 提 供 等）   
1.    株 式 会 社 Wiz （以 下 「当 社」 と い い ま す） は、 本 契 約 約 款 に 基 づ き、 『ど こ よ り も プ リ ペ イ ド』 の サー ビ ス （以 下 「本 サー ビ ス」 と い い ま す） を 次   
      項 第 2 号 に 定 め る 契 約 者 に 提 供 し ま す。   
2.   当 社 が 契 約 者 に 対 し て 発 す る 第 3 条 に 規 定 す る 通 知 は、 本 契 約 約 款 の ⼀ 部 を 構 成 す る も の と し ま す。   
3.   当 社 が、 本 契 約 約 款 の 他 に 本 サー ビ ス に 基 づ き 別 途 定 め る プ ラ ン お よ び コー ス の 利 ⽤ 契 約 等 で 規 定 す る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 上 の 注 意 事 項 ま た は 利 ⽤ 条   
     件 等 の 告 知 も、 名 称 の 如 何 に か か わ ら ず、 本 契 約 約 款 の ⼀ 部 を 構 成 す る も の と し ま す。   
  
第 2 条 （本 サー ビ ス の 内 容）   
本 サー ビ ス の 内 容 等 の 詳 細 は 別 紙 1 の と お り と し ま す。   
  
第 3 条 （通 知）   
当 社 か ら 契 約 者 へ の 通 知 は、 通 知 内 容 を 電 ⼦ メー ル の 送 信、 SMS の 送 信 ま た は 当 社 の Web サ イ ト へ の 掲 載 の ⽅ 法 等 に よ り ⾏ い ま す。 な お、 通 知 ⽅ 法   
は、 変 更 を ⾏ う 場 合 が あ り、 契 約 者 は、 当 該 変 更 が 契 約 の 利 益 に 適 合 し、 合 理 的 な も の で あ る 場 合 に は 受 け ⼊ れ る こ と に 同 意 し ま す。   
  
第 4 条 （本 契 約 約 款 の 変 更）   
1.    当 社 は 以 下 の 場 合 に、 当 社 の 裁 量 に よ り、 本 契 約 約 款 を 変 更 す る こ と が で き ま す。   
    （ 1 ） 本 契 約 約 款 の 変 更 が、 契 約 者 の ⼀ 般 の 利 益 に 適 合 す る と き。   
    （ 2 ） 本 契 約 約 款 の 変 更 が、 契 約 を し た ⽬ 的 に 反 せ ず、 か つ、 変 更 の 必 要 性、 変 更 後 の 内 容 の 相 当 性、 変 更 の 内 容 そ の 他 の 変 更 に 係 わ る 事 情 に 照 ら     
             し て 合 理 的 な も の で あ る と き。   
2.    当 社 は 前 項 に よ る 本 契 約 約 款 の 変 更 に あ た り、 本 契 約 約 款 を 変 更 す る 旨 お よ び 変 更 後 の 本 契 約 約 款 の 内 容 と そ の 効 ⼒ 発 ⽣ ⽇ を 当 社 Ｗ ｅ ｂ サ イ ト に   
      掲 ⽰ し、 ま た は 契 約 者 に 電 ⼦ メー ル の 送 信、 SMS の 送 信 を す る ⽅ 法 に よ り 通 知 し ま す。   
3.    変 更 後 の 本 契 約 約 款 の 効 ⼒ 発 ⽣ ⽇ 以 降 に 契 約 者 が 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し た と き は、 契 約 者 は、 本 契 約 約 款 の 変 更 に 同 意 し た も の と み な し ま す。   
  
第 5 条 （合 意 管 轄）   
契 約 者 と 当 社 の 間 で、 利 ⽤ 契 約 に 関 し て 訴 訟 の 必 要 が ⽣ じ た 場 合 に は、 訴 額 に 応 じ て、 東 京 地 ⽅ 裁 判 所 ま た は 東 京 簡 易 裁 判 所 を 専 属 的 な 合 意 管 轄 裁 判   
所 と し ま す。   
  
第 6 条 （準 拠 法）   
本 契 約 約 款 に 関 す る 準 拠 法 は、 ⽇ 本 法 と し ま す。   

  
第 7 条 （協 議）   
本 契 約 約 款 に 記 載 の な い 事 項 お よ び 記 載 さ れ た 事 項 に つ い て 疑 義 が ⽣ じ た 場 合 は、 両 者 誠 意 を 持っ て 協 議 す る こ と と し ま す。   
  
第 2 章 Drive サー ビ ス 契 約 の 締 結 等   
第 8 条 （利 ⽤ 契 約 の 単 位）   
利 ⽤ 契 約 の 単 位 は、 別 紙 に 定 め る プ ラ ン ご と に 締 結 さ れ る も の と し ま す。   
  
第 9 条 （利 ⽤ の 申 し 込 み）   
本 サー ビ ス 利 ⽤ の 申 し 込 み を す る ⽅ （以 下 「申 込 者」 と い い ま す） は、 本 契 約 約 款 に 同 意 の う え、 当 社 所 定 の ⽅ 法 に よ り ⾏ う も の と し ま す。   
  
第 10 条 （承 諾）   
1.    利 ⽤ 契 約 は、 前 条 （利 ⽤ の 申 し 込 み） に 定 め る ⽅ 法 に よ る 申 し 込 み に 対 し、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 関 す る 契 約 （以 下 「本 サー ビ ス 契 約」 と い い ま   
      す。） は、 契 約 者 が、   本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る た め に 必 要 な   SIM カー ド （以 下 「 SIM カー ド」 と い い ま す。） を ⽤ い た 初 回 通 信 を 当 社 が 確 認 し た 時   
      点 で 成 ⽴ す る も の と し ま す。 な お、 SIM カー ド に は 当 社 に よっ て そ れ ぞ れ 開 通 期 限 が 定 め ら れ て お り、 こ の 期 限 以 後 に 開 通 ⼿ 続 を ⾏ う こ と は で き ま   
      せ ん。   
2.    前 項 の 定 め に か か わ ら ず、 パッ ケー ジ の 購 ⼊ 契 約 は 代 ⾦ ⽀ 払 い 後 パッ ケー ジ が 引 き 渡 さ れ た 時 点 で 成 ⽴ し、 パッ ケー ジ 購 ⼊ 契 約 成 ⽴ 後 の パッ ケー   
      ジ の 返 品・ 交 換 は で き な い も の と し ま す。   
3.    次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は、 当 社 は、 申 込 者 に よ る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ の 申 し 込 み を 承 諾 し な い こ と が あ り ま す。   
    （ 1 ） 申 込 者 が 実 在 し な い 場 合   
    （ 2 ） 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 申 し 込 み の 際 に、 虚 偽 の 届 出 を し た こ と が 判 明 し た 場 合   
    （ 3 ） 同 ⼀ ⼈ 物 な い し は 同 居 の 親 族 が あ き ら か に 不 ⾃ 然 な 多 重 申 込 を し た と 認 め ら れ る 場 合   
    （ 4 ） 申 込 者 の 利 ⽤ 料 ⾦ の 決 済 に ⽤ い る ク レ ジッ ト カー ド に つ き、 カー ド 会 社 の 承 認 が 確 認 で き な い 場 合   
    （ 5 ） 申 込 者 が 未 成 年 者、 成 年 被 後 ⾒ ⼈、 被 保 佐 ⼈ ま た は 被 補 助 ⼈ の い ず れ か で あ り、 申 し 込 み の ⼿ 続 が 成 年 後 ⾒ ⼈ に よっ て ⾏ わ れ て お ら ず、 ま た     
             は 申 し 込 み の 際 に 法 定 代 理 ⼈、 保 佐 ⼈ も し く は 補 助 ⼈ の 同 意 を 得 て い な かっ た 場 合   
    （ 6 ） 申 込 者 が、 申 し 込 み 以 前 に 当 該 本 サー ビ ス お よ び 本 サー ビ ス 類 似 の サー ビ ス の 提 供 に 関 す る 利 ⽤ 契 約 に つ い て 当 社 か ら 解 約 さ れ た こ と の あ る   
             場 合、 ま た は 申 込 者 に よ る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ が 申 し 込 み の 時 点 で、 ⼀ 時 停 ⽌ 中 で あ る 場 合   
    （ 7 ） 申 込 者 へ の 本 サー ビ ス の 提 供 に 関 し、 業 務 上 ま た は 技 術 上 の 著 し い 困 難 が 認 め ら れ る 場 合   
    （ 8 ） 申 込 者 が、 当 社 ま た は 本 サー ビ ス の 信 ⽤ を 毀 損 す る お そ れ が あ る ⽅ 法 で 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る 可 能 性 が あ る 場 合   
    （ 9 ） そ の 他 前 各 号 に 準 じ る 場 合 で 適 当 で は な い と 当 社 が 客 観 的、 合 理 的 に 判 断 す る 場 合   
    （ 10 ） 申 込 者 が 反 社 会 的 勢 ⼒ の 場 合   
4.   申 込 者 は、 当 社 が 申 し 込 み を 承 諾 し た 時 点 で、 本 契 約 約 款 の 内 容 を 承 諾 し て い る も の と み な し ま す。   
  
第 11 条 （契 約 者 の 登 録 情 報 等 の 変 更）   
1.    契 約 者 は、 そ の 住 所、 電 話 番 号、 ま た は 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ の 決 済 に ⽤ い る ク レ ジッ ト カー ド、 預 ⾦ ⼝ 座 等 の ⽀ 払 ⼿ 段 の 変 更 （ク レ ジッ ト カー   
     ド の 場 合 は 番 号 も し く は 有 効 期 限 の 変 更 を 含 み ま す）、 そ の 他 当 社 へ の 届 出 内 容 を 変 更 す る と き は、 可 能 な 場 合 は 事 前 に、 不 可 能 な 場 合 は 事 後 直 ち   
     に 当 社 所 定 の 変 更 ⼿ 続 き を ⾏ う も の と し ま す。   
  



2.   住 所 変 更 先 の イ ン ター ネッ ト に か か る 電 気 通 信 回 線 の 状 況 に よ り、 既 契 約 プ ラ ン の 利 ⽤ が で き な く な る 場 合 に は、 契 約 者 は 当 社 と 協 議 し 他 の プ ラ ン   
     を 選 択 す る も の と し ま す。   
3.   本 条 第 1 項 の 届 出 が な かっ た こ と で 契 約 者 が 通 信 不 能 等 の 不 利 益 を 被っ た と し て も、 当 社 は ⼀ 切 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。 た だ し、 当 社 に お い   
     て、 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 が あ る 場 合 に は こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
  
第 11 条 の 2 （契 約 者 の 地 位 の 承 継）   
1.   相 続 ま た は 法 ⼈ の 合 併 も し く は 分 割 に よ り 契 約 者 の 地 位 の 承 継 が あっ た と き は、 相 続 ⼈、 合 併 後 存 続 す る 法 ⼈、 合 併 も し く は 分 割 に よ り 設 ⽴ さ れ   
     た 法 ⼈ ま た は 分 割 に よ り 営 業 を 承 継 す る 法 ⼈ は、 当 社 所 定 の 書 ⾯ に こ れ を 証 明 す る 書 類 を 添 え て、 当 社 指 定 の 場 所 へ 届 け 出 て い た だ き ま す。   
2.   前 項 の 場 合 に、 地 位 を 承 継 し た も の が 2 ⼈ 以 上 あ る と き は、 そ の う ち 1 ⼈ を 当 社 に 対 す る 代 表 者 と し て 定 め、 こ れ を 届 け 出 て 頂 き ま す。 代 表 者 を 変   
     更 す る 場 合 に も 同 様 と し ま す。   
3.   当 社 は、 前 項 の 規 定 に よ る 代 表 者 の 届 出 が あ る ま で の 間、 そ の 地 位 を 承 継 し た 者 の う ち 1 ⼈ を 代 表 者 と し て 取 り 扱 い ま す。   
  
第 12 条 （利 ⽤ 契 約 の 変 更）   
契 約 者 が 利 ⽤ す る 本 サー ビ ス の 種 類 を 変 更 し よ う と す る と き は、 当 社 所 定 の ⼿ 続 に よ り、 当 社 に 変 更 を 申 し 出 る も の と し、 当 社 所 定 の ⽅ 法 に よ る 承 諾   
の 通 知 を 当 社 が 発 信 し た と き に、 変 更 の 効 ⼒ が ⽣ じ る も の と し ま す。 た だ し、 第 10 条 （承 諾） 各 号 の い ず れ か に 準 ず る 場 合 に は、 変 更 を 承 諾 し な い こ   
と が あ る も の と し ま す。   
  
第 13 条 （契 約 者 か ら の 解 約）   
本 サー ビ ス は 当 社 が 申 し 込 み を 受 諾 し て か ら の 解 約 は で き な い も の と な り ま す。   
  
第 14 条 （当 社 か ら の 解 約）   
1.   当 社 は、 契 約 者 が 本 約 款 の 規 定 に 違 反 し、 そ の 違 反 を 解 消 ま た は 是 正 し な い 場 合、 ま た は、 当 社 か ら の 通 知 が 契 約 者 に 到 達 し な い こ と を 郵 便 の 宛 先   
     不 明 等 に よ り 確 認 し た 場 合 は、 利 ⽤ 契 約 を 解 約 で き る も の と し ま す。   
2.   当 社 は、 契 約 者 が 利 ⽤ 契 約 を 締 結 し た 後 に なっ て、 第 10 条 （承 諾） 第 1 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と が 明 ら か に なっ た 場 合、 第 33 条 （利 ⽤ の 停   
     ⽌） お よ び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 利 ⽤ 契 約 を 即 時 解 約 で き る も の と し ま す。   
  
第 15 条 （権 利 の 譲 渡 制 限）   
本 契 約 約 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き、 契 約 者 が 本 サー ビ ス の 提 供 を 受 け る 権 利 は、 譲 渡、 売 買、 質 権 の 設 定 そ の 他 の 担 保 に 供 す る 等 の ⽬ 的 と す   
る こ と は で き ま せ ん。   
  
第 3 章   サー ビ ス   
第 16 条 （本 サー ビ ス の 提 供 区 域）   
本 サー ビ ス の 通 信 区 域 は、 携 帯 電 話 事 業 者 の 通 信 区 域 の 通 り と し ま す。 本 サー ビ ス は、   接 続 さ れ て い る 端 末 機 器 が 通 信 区 域 内 に 在 圏 す る 場 合 に 限 り   
⾏ う こ と が で き ま す。 た だ し、 当 該 通 信 区 域 内 で あっ て も、 屋 内、 地 下 駐 ⾞ 場、 ビ ル の 陰、 ト ン ネ ル、 ⼭ 間 部   等 電 波 の 伝 わ り に く い 場 所 で は、 通 信   
を ⾏ う こ と が で き な い 場 合 が あ り ま す。   
  
第 17 条 （本 サー ビ ス の 廃 ⽌）   
1.   当 社 は、 都 合 に よ り 本 サー ビ ス の 全 部 ま た は ⼀ 部 を ⼀ 時 的 に ま た は 永 続 的 に 廃 ⽌ す る こ と が あ り ま す。   
2.   当 社 は、 前 項 の 規 定 に よ り 本 サー ビ ス を 廃 ⽌ す る と き は、 契 約 者 に 対 し 廃 ⽌ す る ⽇ の 30 ⽇ 前 ま で に 通 知 し ま す。   た だ し、 や む を 得 な い 場 合 は こ の   
     限 り で は あ り ま せ ん。   
3.   本 条 第 1 項 の 場 合、 当 社 は 契 約 者 に 対 し、 契 約 解 消 に 伴 う 損 害 に つ い て の 賠 償 責 任 は ⼀ 切 負 い ま せ ん。 た だ し、 当 社 に 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 が あ   
     り、 か つ、 特 段 の 事 情 が あ る 場 合 に は、 契 約 者 に お け る 直 近 ⼀ 年 分 の 利 ⽤ 料 ⾦ を 限 度 に 責 任 を 負 う も の と し ま す。   
  
第 4 章   利 ⽤ 料 ⾦   
第 18 条 （本 サー ビ ス の 利 ⽤ に か か る 料 ⾦、 算 定 ⽅ 法 等）   
契 約 者 の 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に か か る 料 ⾦ は、 当 社 が 別 紙 に 定 め る と お り と し ま す。   
  
第 19 条 （利 ⽤ 料 ⾦ の ⽀ 払 義 務）   
1.    契 約 者 は、 課 ⾦ 開 始 ⽇ か ら 起 算 し て 利 ⽤ 契 約 の 解 約 ⽇ ま で の 期 間 に つ い て、 別 紙 1 に 定 め る 利 ⽤ 料 ⾦ お よ び こ れ に か か る 消 費 税 相 当 額 の ⽀ 払 を 要 し   
      ま す。   
2.   前 項 の 期 間 に お い て、 第 30 条 （保 守 等 に よ る サー ビ ス の 中 ⽌） に 定 め る 本 サー ビ ス の 提 供 の 中 ⽌ そ の 他 の 事 由 に よ り 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る こ と が で     
     き な い 状 態 が ⽣ じ た と き で あっ て も、 契 約 者 は、 そ の 期 間 中 の 利 ⽤ 料 ⾦ お よ び こ れ に か か る 消 費 税 相 当 額 の ⽀ 払 を 要 し ま す。 た だ し、 当 社 に、 故 意   
     ま た は 重 ⼤ な 過 失 が あ る 場 合 は、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
3.   第 33 条 （利 ⽤ の 停 ⽌） の 規 定 に 基 づ く 利 ⽤ の 停 ⽌ が あっ た と き は、 契 約 者 は、 そ の 期 間 中 の 利 ⽤ 料 ⾦ お よ び こ れ に か か る 消 費 税 相 当 額 の ⽀ 払 を 要 し   
     ま す。   
4.   本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ の ⽇ 割 計 算 は ⾏ わ な い も の と し ま す。 な お、 課 ⾦ 開 始 ⽇ の 属 す る ⽉ よ り 利 ⽤ 料 ⾦ が 発 ⽣ す る も の と し ま す。   
5.   本 サー ビ ス に お い て、 当 社 の 責 に 帰 さ な い 事 由 に よ り 契 約 者 が イ ン ター ネッ ト 接 続 サー ビ ス を 利 ⽤ で き な い 場 合 で あっ て も、 利 ⽤ 料 ⾦ の 減 額 等 は ⾏   
     わ な い も の と し ま す。   
  
第 20 条 （初 期 費 ⽤）   
本 サー ビ ス は、 当 社 が 別 紙 に 定 め た 事 務 ⼿ 数 料 が 発 ⽣ し ま す。   
  
第 21 条 （利 ⽤ 料 ⾦ の ⽀ 払 ⽅ 法）   
1.    契 約 者 は、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ お よ び こ れ に か か る 消 費 税 相 当 額 を、 次 の 各 号 の い ず れ か の ⽅ 法 で ⽀ 払 う も の と し ま す。   
    （ 1 ） ク レ ジッ ト カー ド   
    （ 2 ） そ の 他 当 社 が 定 め る ⽅ 法   
2.   利 ⽤ 料 ⾦ の ⽀ 払 が 前 項 第 1 号 に 定 め る ク レ ジッ ト カー ド に よ る 場 合、 利 ⽤ 料 ⾦ は 当 該 ク レ ジッ ト カー ド 会 社 の ク レ ジッ ト カー ド 利 ⽤ 規 約 に お い て 定   
     め ら れ た 振 替 ⽇ に 契 約 者 指 定 の ⼝ 座 か ら 引 落 さ れ る も の と し ま す。   
  
第 21 条 の 2 （遅 延 損 害 ⾦）   
契 約 者 は、 料 ⾦ そ の 他 の 債 務 に つ い て ⽀ 払 期 ⽇ を 経 過 し て も 当 社 へ の ⽀ 払 が な い と き は、 ⽀ 払 期 ⽇ の 翌 ⽇ か ら 完 済 に ⾄ る ま で 1 年 を 365 ⽇ と す る ⽇ 割 計   
算 に よ り 年 14.6 ％ の 割 合 に よ る 遅 延 損 害 ⾦ を ⽀ 払 う も の と し ま す。 な お、 当 社 が ⽀ 払 い の 催 告 に 要 し た 費 ⽤ は 契 約 者 の 負 担 と し ま す。   
  



第 5 章   契 約 者 の 義 務 等   
第 22 条 （ア カ ウ ン ト ID お よ び パ ス ワー ド）   
1.   契 約 者 は、 ア カ ウ ン ト ID を 第 三 者 （以 下 「他 者」 と い い、 国 内 外 を 問 わ な い も の と し ま す） に 貸 与、 ま た は 共 有 し な い も の と し ま す。   
2.   契 約 者 は、 ア カ ウ ン ト ID に 対 応 す る パ ス ワー ド を 他 者 に 開 ⽰ し な い と と も に、 漏 洩 す る こ と の な い よ う 管 理 す る も の と し ま す。   
3.   契 約 者 は、 契 約 者 の ア カ ウ ン ト ID お よ び パ ス ワー ド に よ り 本 サー ビ ス が 利 ⽤ さ れ た と き （機 器 ま た は ネッ ト ワー ク の 接 続・ 設 定 に よ り、 契 約 者 ⾃ ⾝   
     が 関 与 し な く と も ア カ ウ ン ト ID お よ び パ ス ワー ド の ⾃ 動 認 証 が な さ れ、 他 者 に よ る 利 ⽤ が 可 能 と なっ て い る 場 合 を 含 み ま す） に は、 当 該 利 ⽤ ⾏ 為 が   
     契 約 者 ⾃ ⾝ の ⾏ 為 で あ る か 否 か を 問 わ ず、 契 約 者 ⾃ ⾝ の 利 ⽤ と み な さ れ る こ と に 同 意 す る も の と し ま す。 た だ し、 当 社 の 責 に 帰 す る 事 由 に よ り ア カ   
     ウ ン ト ID ま た は パ ス ワー ド が 他 者 に 利 ⽤ さ れ た 場 合 に は こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
4.   契 約 者 の ア カ ウ ン ト ID お よ び パ ス ワー ド を 利 ⽤ し て 契 約 者 と 他 者 に よ り 同 時 に、 ま た は 他 者 の み に よ り な さ れ た 接 続 等 の 機 能 お よ び 品 質 に つ い て、   
     当 社 は ⼀ 切 保 証 し な い も の と し ま す。   
5.   契 約 者 は、 ⾃ ⼰ の ア カ ウ ン ト ID 、 パ ス ワー ド 等 の 管 理 に つ い て ⼀ 切 の 責 任 を 負 う も の と し ま す。 な お、 当 社 は、 当 該 契 約 者 の ア カ ウ ン ト ID お よ び パ   
     ス ワー ド が 他 者 に 利 ⽤ さ れ た こ と に よっ て 当 該 契 約 者 が 被 る 損 害 に つ い て は、 当 該 契 約 者 の 故 意 過 失 の 有 無 に か か わ ら ず ⼀ 切 責 任 を 負 い ま せ ん。 た     
     だ し、 当 社 に 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 が あ る 場 合 は、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
  
第 23 条 （⾃ ⼰ 責 任 の 原 則）   
1.   契 約 者 は、 契 約 者 に よ る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ と 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し て な さ れ た ⼀ 切 の ⾏ 為 （前 条 に よ り、 契 約 者 に よ る 利 ⽤ ま た は ⾏ 為 と み な さ れ る 他   
     者 の 利 ⽤ や ⾏ 為 を 含 み ま す。 以 下、 同 様 と し ま す） と そ の 結 果 に つ い て ⼀ 切 の 責 任 を 負 う も の と し ま す。   
2.   契 約 者 は、 〔 1 〕 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 伴 い 他 者 に 対 し て 損 害 を 与 え た 場 合、 ま た は 〔 2 〕 他 者 か ら ク レー ム が 通 知 さ れ た 場 合、 ⾃ ⼰ の 責 任 と 費 ⽤ を 
もっ て 処 理 解 決 す る も の と し ま す。 契 約 者 が 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 伴 い 他 者 か ら 損 害 を 受 け た 場 合 ま た は 他 者 に 対 し ク レー ム を 通 知 す る 場 合 に お い て 
も 同 様 と し ま す。   

3.   契 約 者 は、 他 者 の ⾏ 為 に 対 す る 要 望、 疑 問 も し く は ク レー ム が あ る 場 合 は、 当 該 他 者 に 対 し、 直 接 そ の 旨 を 通 知 す る も の と し、 そ の 結 果 に つ い て   
     は、 ⾃ ⼰ の 責 任 と 費 ⽤ を もっ て 処 理 解 決 す る も の と し ま す。   
4.   当 社 は、 契 約 者 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 当 社 に 損 害 を 被 ら せ た と き は、 契 約 者 に 当 該 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る も の と し ま す。   
5.   契 約 者 は、 本 サー ビ ス を 経 由 し て、 当 社 以 外 の 他 者 の コ ン ピュー ター や ネッ ト ワー ク （以 下 「他 者 ネッ ト ワー ク」 と い い ま す） を 利 ⽤ す る 場 合 に お   
     い て、 そ の 管 理 者 か ら 当 該 他 者 ネッ ト ワー ク の 利 ⽤ に 係 わ る 注 意 事 項 が 表 ⽰ さ れ て い る 場 合 は、 こ れ を 遵 守 し、 そ の 指 ⽰ に 従 う と と も に、 他 者 ネッ   
     ト ワー ク を 利 ⽤ し て 第 24 条 （禁 ⽌ 事 項） 各 号 に 該 当 す る ⾏ 為 を ⾏ わ な い も の と し ま す。   
6.   当 社 は、 本 サー ビ ス 経 由 に よ る 他 者 ネッ ト ワー ク の 利 ⽤ に 関 し、 ⼀ 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。 た だ し、 当 社 に 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 が あ る   
     場 合 は、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
7.   契 約 者 が 本 サー ビ ス を ⽤ い て サー バ 等 の 設 置 を ⾏ う 場 合 は、 当 該 サー バ 等 に 起 因 す る ト ラ ブ ル お よ び 当 該 サー バ 等 に 対 す る ト ラ ブ ル の 責 任 は す べ て   
     契 約 者 が 負 う も の と し ま す。 な お、 当 該 サー バ 等 に 起 因 し て 当 社 が 損 害 を 被っ た 場 合、 契 約 者 は そ の 損 害 を 賠 償 す る 義 務 を 負 う も の と し ま す。   
  
第 23 条 の 2 （債 権 の 譲 渡）   
契 約 者 は、 当 社 が、 本 契 約 約 款 の 規 定 に よ り ⽀ 払 い を 要 す る こ と と なっ た 料 ⾦ そ の 他 の 債 務 に 係 る 債 権 を、 当 社 が 別 に 定 め る 事 業 者 （以 下 「請 求 事 業   
者」 と い い ま す。） に 対 し、 当 社 が 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 譲 渡 す る こ と を 承 諾 し て い た だ き ま す。 こ の 場 合 に お い て、 当 社 お よ び 請 求 事 業 者 は、 契 約   
者 へ の 個 別 の 通 知 ま た は 譲 渡 承 認 の 請 求 書 を 省 略 す る も の と し ま す。   
  
第 24 条 （禁 ⽌ 事 項）   
契 約 者 は、 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し て、 次 の ⾏ 為 を ⾏ わ な い も の と し ま す。   
（ 1 ） 事 実 上、 契 約 者 の 接 続 サー ビ ス を 経 由 し て、 ⾮ 営 業 ⽬ 的 の 如 何 に 関 わ ら ず、 第 三 者 に 利 ⽤ さ せ る な ど の ⾏ 為   
（ 2 ） 当 社 も し く は 他 者 の 著 作 権、 商 標 権 等 の 知 的 財 産 権 を 侵 害 す る ⾏ 為、 ま た は 侵 害 す る お そ れ の あ る ⾏ 為   
（ 3 ） 当 社 も し く は 他 者 の 財 産、 プ ラ イ バ シー も し く は 肖 像 権 を 侵 害 す る ⾏ 為、 ま た は 侵 害 す る お そ れ の あ る ⾏ 為   
（ 4 ） 当 社 も し く は 他 者 を 差 別 も し く は 誹 謗 中 傷 し、 ま た は そ の 名 誉 も し く は 信 ⽤ を 毀 損 す る ⾏ 為   
（ 5 ） 詐 欺 等 の 犯 罪 に 結 び つ く、 ま た は 結 び つ く お そ れ の あ る ⾏ 為   
（ 6 ） わ い せ つ （性 的 好 奇 ⼼ を 喚 起 す る 画 像 ま た は ⽂ 書 を 指 し ま す が こ れ に 限 ら れ ま せ ん）、 児 童 ポ ル ノ ま た は 児 童 虐 待 に あ た る 画 像、 ⽂ 書 等 を 送 信  
          も し く は 表 ⽰ す る ⾏ 為、 ま た は こ れ ら を 収 録 し た 媒 体 を 配 布、 販 売 す る ⾏ 為、 ま た は そ の 送 信、 表 ⽰、 配 布、 販 売 を 想 起 さ せ る 広 告 を 表 ⽰ ま た   
          は 送 信 す る ⾏ 為   
（ 7 ） ス トー カー ⾏ 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 に 違 反 す る ⾏ 為   
（ 8 ） 無 限 連 鎖 講 （ネ ズ ミ 講） を 開 設 し、 ま た は こ れ を 勧 誘 す る ⾏ 為   
（ 9 ） 本 サー ビ ス に よ り 利 ⽤ し う る 情 報 を 改 ざ ん ま た は 消 去 す る ⾏ 為   
（ 10 ） 他 者 に な り す ま し て 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る ⾏ 為   
（ 11 ） ウィ ル ス 等 の 有 害 な コ ン ピュー タ プ ロ グ ラ ム 等 を 送 信 し、 ま た は 他 者 が 受 信 可 能 な 状 態 に お く ⾏ 為   
（ 12 ） 選 挙 の 事 前 運 動、 選 挙 運 動 ま た は こ れ ら に 類 似 す る ⾏ 為 お よ び 公 職 選 挙 法 に 抵 触 す る ⾏ 為   
（ 13 ） 無 差 別 ま た は ⼤ 量 に 受 信 者 の 意 思 に 反 し て メー ル 等 を 送 信 す る ⾏ 為   
（ 14 ） 無 断 で 他 者 に 広 告、 宣 伝 も し く は 勧 誘 の メー ル を 送 信 す る ⾏ 為、 ま た は 他 者 が 嫌 悪 感 を 抱 く、 も し く は そ の お そ れ の あ る メー ル （嫌 が ら せ メー     
            ル） を 送 信 す る ⾏ 為、 他 者 の メー ル 受 信 を 妨 害 す る ⾏ 為、 連 鎖 的 な メー ル 転 送 を 依 頼 す る ⾏ 為 お よ び 当 該 依 頼 に 応 じ て 転 送 す る ⾏ 為   
（ 15 ） 他 者 の 設 備 等 ま た は 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 等 の 利 ⽤ も し く は 運 営 に ⽀ 障 を 与 え る ⾏ 為、 ま た は 与 え る お そ れ の あ る ⾏ 為   
（ 16 ） 本 ⼈ の 同 意 を 得 る こ と な く、 ま た は 詐 欺 的 な ⼿ 段 に よ り 他 者 の 個 ⼈ 情 報 を 収 集 す る ⾏ 為   
（ 17 ） 法 令 に 基 づ き 監 督 官 庁 等 へ の 届 出、 許 認 可 の 取 得 等 の ⼿ 続 が 義 務 付 け ら れ て い る 場 合 に、 当 該 ⼿ 続 を 履 ⾏ せ ず、 そ の 他 当 該 法 令 に 違 反 す る ⾏ 為   
（ 18 ） 上 記 各 号 の 他 法 令 も し く は 公 序 良 俗 に 違 反 （売 春、 暴 ⼒、 残 虐、 ⿇ 薬 取 り 扱 い 等） し、 ま た は 他 者 に 不 利 益 を 与 え る ⾏ 為   
（ 19 ） 上 記 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る ⾏ 為 （当 該 ⾏ 為 を 他 者 が ⾏っ て い る 場 合 を 含 み ま す） が ⾒ ら れ る デー タ 等 へ、 当 該 ⾏ 為 を 助 ⻑ す る ⽬ 的 で リ ン ク   
            を 張 る ⾏ 為   
（ 20 ） そ の 他、 社 会 的 状 況 を 勘 案 の 上、 当 社 が 不 適 当 と 認 め る ⾏ 為   
  
第 6 章   当 社 の 義 務 等   
第 25 条 （当 社 の 維 持 責 任）   
当 社 は、 当 社 の 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 を 本 サー ビ ス の 円 滑 な 提 供 を ⽬ 的 と し て 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を もっ て 維 持 し ま す。   
  
第 26 条 （本 サー ビ ス ⽤ 設 備 等 の 障 害 等）   
1.   当 社 は、 本 サー ビ ス の 提 供 ま た は 利 ⽤ に つ い て 障 害 が あ る こ と を 知っ た と き は、 可 能 な 限 り す み や か に 契 約 者 に そ の 旨 を WEB サ イ ト に 掲 ⽰ す る 等   
     通 知 す る も の と し ま す。   
2.   当 社 は、 当 社 の 設 置 し た 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 に 障 害 が ⽣ じ た こ と を 知っ た と き は、 す み や か に 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 を 修 理 ま た は 復 旧 し ま す。   
3.   当 社 は、 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 等 の う ち、 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 に 接 続 す る 当 社 が 借 り 受 け た 電 気 通 信 回 線 に つ い て 障 害 が あ る こ と を 知っ た と き は、 当 該 電   
     気 通 信 回 線 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 に 修 理 ま た は 復 旧 を 指 ⽰ す る も の と し ま す。   
  



4.   当 社 は、 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 等 の 設 置、 維 持 お よ び 運 ⽤ に 係 る 作 業 の 全 部 ま た は ⼀ 部 （修 理 ま た は 復 旧 を 含 み ま す。） を 当 社 の 指 定 す る 第 三 者 に 委 託   
     す る こ と が で き る も の と し ま す。   
  
第 27 条 （通 信 の 秘 密 の 保 護）   
1.   当 社 は、 本 サー ビ ス の 提 供 に 伴 い 取 り 扱 う 通 信 の 秘 密 を、 電 気 通 信 事 業 法 第 4 条 に 基 づ き 保 護 し、 か つ、 本 サー ビ ス の 円 滑 な 提 供 を 確 保 す る た め、   
     ま た は 個 ⼈ を 特 定 で き な い 態 様 （統 計 情 報 へ の 編 集・ 加 ⼯ を 含 み ま す） に お い て の み、 契 約 者 の 通 信 の 秘 密 に 属 す る 情 報 を 使 ⽤ ま た は 保 存 し ま す。   
     た だ し、 当 社 が 新 規 サー ビ ス を 契 約 者 に 提 供 す る 場 合 に、 あ ら か じ め 契 約 者 の 承 諾 を 得 た 場 合 に は、 当 該 新 規 サー ビ ス に 必 要 な 範 囲 内 で、 契 約 者 が   
     使 ⽤ を 承 諾 し た 情 報 の 保 存 お よ び 分 析 等 を ⾏ う こ と が で き る も の と し ま す。   
2.   当 社 は、 刑 事 訴 訟 法 第 218 条 （令 状 に よ る 捜 索） そ の 他 同 法 も し く は 通 信 傍 受 法 の 定 め に 基 づ く 強 制 の 処 分 そ の 他 裁 判 所 の 命 令 も し く は 法 令 に 基 づ   
     く 強 制 の 処 分 が ⾏ わ れ た 場 合 に は、 当 該 処 分、 命 令 お よ び 令 状 に 定 め る 範 囲 で 前 項 の 守 秘 義 務 を 負 わ な い も の と し ま す。  
3.   契 約 者 に よ る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 係 わ る 債 権・ 債 務 の 特 定、 ⽀ 払 い お よ び 回 収 に 必 要 と 認 め た 場 合 に は、 当 社 は、 必 要 な 範 囲 で ク レ ジッ ト カー ド 会   
     社 等 の ⾦ 融 機 関 ま た は 取 引 先 等 に 情 報 を 開 ⽰ す る こ と が で き、 そ の 限 り に お い て 本 条 第 1 項 の 守 秘 義 務 を 負 わ な い も の と し ま す。   
4.   当 社 は、 契 約 者 が 第 24 条 （禁 ⽌ 事 項） 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 禁 ⽌ ⾏ 為 を ⾏ い、 本 サー ビ ス の 提 供 を 妨 害 し た 場 合 で あっ て、 正 当 防 衛 ま た は 緊 急   
     避 難 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 場 合 に は、 本 サー ビ ス の 円 滑 な 提 供 を 確 保 す る た め に 必 要 な 範 囲 で の み 契 約 者 の 通 信 の 秘 密 に 属 す る 情 報 の ⼀ 部 を 利 ⽤   
     す る こ と が で き ま す。   
  
第 28 条 （契 約 者 情 報 等 の 保 護）   
1.   当 社 は、 契 約 者 の 個 ⼈ 情 報、 そ の 他 前 条 第 1 項 に 規 定 す る 通 信 の 秘 密 に 該 当 し な い 情 報 （以 下、 あ わ せ て 「契 約 者 情 報 等」 と い い ま す） を 契 約 者 本   
     ⼈ か ら 直 接 収 集 し、 ま た は 契 約 者 以 外 の 者 か ら 適 切 に ⼊ ⼿ し た 場 合 に は、 本 サー ビ ス の 円 滑 な 提 供 を 確 保 す る た め に 必 要 な 期 間 中 こ れ を 保 存 す る こ   
     と が で き ま す。 ま た、 契 約 者 は 当 社 に よ る 当 該 情 報 の 適 切 な 状 況 下 の 保 存 お よ び 利 ⽤ に 関 し、 承 諾 す る も の と し ま す。   
2.   当 社 は、 こ れ ら 契 約 者 情 報 等 を 承 諾 な く 契 約 者 以 外 の 者 に 開 ⽰、 提 供 せ ず、 本 サー ビ ス お よ び 付 随 的 サー ビ ス の 提 供 の た め に 必 要 な 範 囲 を 越 え て 利   
     ⽤ し な い も の と し ま す。 た だ し、 契 約 者 に 対 し、 当 社 ま た は 当 社 の 業 務 提 携 先 等 の サー ビ ス に 関 す る 案 内 を ⾏ う 場 合、 ま た は 広 告 宣 伝 の た め の 電 ⼦   
     メー ル 等 を 送 付 す る 場 合 に お い て は こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
3.   当 社 は、 刑 事 訴 訟 法 第 218 条 （令 状 に よ る 捜 索） そ の 他 法 令 の 定 め に 基 づ く 強 制 の 処 分 が ⾏ わ れ た 場 合 に は、 当 該 法 令 に 定 め る 範 囲 で 前 項 の 守 秘 義   
     務 を 負 わ な い も の と し ま す。   
4.   当 社 は、 〔 1 〕 警 察 官、 検 察 官、 検 察 事 務 官、 国 税 職 員、 ⿇ 薬 取 締 官、 弁 護 ⼠ 会、 裁 判 所 等 の 法 律 上 照 会 権 限 を 有 す る 者 か ら 照 会 を 受 け た 場 合、 ま   
     た は 〔 2 〕 緊 急 避 難 ま た は 正 当 防 衛 に 該 当 す る と き は、 本 条 第 2 項 に か か わ ら ず、 法 令 に 基 づ き 必 要 と 認 め ら れ る 範 囲 内 で 契 約 者 情 報 等 の 照 会 に 応 じ   
     る こ と が で き る も の と し ま す。   
5.   当 社 は、 利 ⽤ 契 約 の 終 了 後 ま た は 当 社 が 定 め る 保 存 期 間 の 経 過 後 は、 契 約 者 情 報 等 を 消 去 す る も の と し ま す。 た だ し、 利 ⽤ 契 約 の 終 了 後 ま た は 当 社   
     が 定 め る 保 存 期 間 の 経 過 後 に お い て も、 法 令 の 規 定 に 基 づ き 保 存 し な け れ ば な ら な い と き は、 当 該 情 報 を 消 去 し な い こ と が で き る も の と し ま す。   
6.   当 社 は、 契 約 者 と の 間 で、 個 ⼈ 情 報 等 の 収 集、 保 存、 利 ⽤ お よ び 第 三 者 へ の 提 供 な ど に 関 し、 別 途 契 約 者 に 対 し て 個 別 規 約 の 承 諾 を 求 め る こ と が あ   
     り ま す。 当 該 個 別 規 約 に 契 約 者 が 同 意 し た 場 合、 当 該 個 別 規 約 の 規 定 が 本 契 約 約 款 に 優 先 す る も の と し ま す。   
7.   契 約 者 は、 当 社 の 各 プ ラ ン の サー ビ ス 利 ⽤ に 関 連 し、 NTT に よ る 契 約 者 回 線 を 利 ⽤ す る と き は、 そ の ⼿ 続 等 を ⾏ う ⽬ 的 で、 当 社 が NTT に 対 し、 契 約   
     者 が 当 社 提 供 し た 契 約 者 の 個 ⼈ 情 報 （属 性 情 報、 取 引 情 報 等 で 変 更 情 報 を 含 み ま す） を 提 供 す る こ と を 承 諾 し ま す。   
8.   本 条 に 定 め る 他、 契 約 者 の 個 ⼈ 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て は、 当 社 が 当 社 の WEB サ イ ト 上 に 定 め る 『個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 針』 に 従 う も の と し ま す。   
  
第 7 章   利 ⽤ の 制 限、 中 ⽌ お よ び 停 ⽌   
第 29 条 （利 ⽤ の 制 限）   
1.   当 社 は、 電 気 通 信 事 業 法 第 8 条 に 基 づ き、 天 災、 事 変 そ の 他 の ⾮ 常 事 態 が 発 ⽣ し、 ま た は 発 ⽣ す る お そ れ が あ る と き は、 災 害 の 予 防 も し く は 救 援、   
     交 通、 通 信 も し く は 電 ⼒ の 供 給 の 確 保、 ま た は 秩 序 の 維 持 に 必 要 な 通 信 そ の 他 の 公 共 の 利 益 の た め に、 緊 急 を 要 す る 通 信 を 優 先 的 に 取 り 扱 う た め、   
     本 サー ビ ス の 利 ⽤ を 制 限 す る こ と が あ り ま す。   
2.   当 社 は、 利 ⽤ 者 が 平 均 的 な 利 ⽤ を 著 し く 上 回 る ⼤ 量 の 通 信 を 継 続 し て ⾏ い 当 社 も し く は 第 三 者 の ネッ ト ワー ク に 過 ⼤ な 負 荷 を 与 え て い る 場 合、 ま た   
     は 当 社 所 定 の 通 信 ⼿ 順 を ⽤ い て ⾏ わ れ た 通 信 に つ い て、 利 ⽤ 者 の 通 信 を 制 御 ま た は 帯 域 を 制 限 す る 場 合 が あ り ま す。   

  
第 30 条 （保 守 等 に よ る サー ビ ス の 中 ⽌）   
1.   当 社 は、 次 の 場 合 に は、 本 サー ビ ス の 提 供 を 中 ⽌ す る こ と が あ り ま す。   
    （ 1 ） 当 社 の 別 途 定 め る 保 守 指 定 時 間 の 場 合   
    （ 2 ） 当 社 の 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 の 保 守 上 ま た は ⼯ 事 上 や む を 得 な い 場 合   
    （ 3 ） 登 録 電 気 通 信 事 業 者 等 が 電 気 通 信 サー ビ ス を 中 ⽌ し た 場 合   
    （ 4 ） 第 29 条 （利 ⽤ の 制 限） の 規 定 に よ り、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ の 制 限 を ⾏っ て い る 場 合   
    （ 5 ） 契 約 者 に 対 し て、 電 話、 FAX 、 電 ⼦ メー ル 等 に よ る 連 絡 が と れ な い 場 合、 ま た は 契 約 者 宛 に 発 送 し た 郵 便 物 が 宛 先 不 明 で 当 社 に 返 送 さ れ た 場 合   
    （ 6 ） 契 約 者 の 設 置 し た サー バ 等 か ら、 ⼤ 量 無 差 別 メー ル の 発 信、 他 の 端 末 へ の 攻 撃、 他 の 端 末 へ の 攻 撃 の 踏 み 台 と し て 利 ⽤ さ れ た 等 の ⾏ 為 を 当 社     
             が 検 知 し た 場 合   
2.   当 社 は、 前 項 の 規 定 に よ り 本 サー ビ ス の 提 供 を 中 ⽌ す る と き は、 あ ら か じ め そ の 旨 を 契 約 者 に 通 知 し ま す。 た だ し、 や む を 得 な い 場 合 は こ の 限 り で   
     は あ り ま せ ん。 ま た、 前 項 の 措 置 を とっ た こ と で、 当 該 契 約 者 が 本 サー ビ ス を 利 ⽤ で き ず、 こ れ に よ り 損 害 が 発 ⽣ し た と し て も、 当 社 は ⼀ 切 の 責 任   
     を 負 わ な い も の と し ま す。 た だ し、 当 社 に 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 が あ る 場 合 に は、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
3.   契 約 者 が 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 等 に 登 録 し た デー タ 等 ま た は 契 約 者 の 設 置 し た サー バ 等 に 対 し て 通 常 想 定 す る 範 囲 を 超 え る 通 信 量 が 発 ⽣ す る 等、 当 社 の   
     本 サー ビ ス ⽤ 設 備 に ⽀ 障 を ⽣ じ た 場 合 に は、 ⼀ 時 的 に 当 該 デー タ、 サー バ 等 に 対 す る ア ク セ ス を 制 限 す る 場 合 が あ り ま す。   
  
第 31 条 （デー タ 等 の 削 除）   
1.   契 約 者 が 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 等 に 登 録 し た デー タ 等 が、 当 社 が 定 め る 所 定 の 期 間、 ま た は 容 量 を 超 え た 場 合、 当 社 は 契 約 者 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く   
     当 該 デー タ 等 を 削 除 す る こ と が あ り ま す。 ま た、 本 サー ビ ス の 運 営 お よ び 保 守 管 理 上 の 必 要 か ら、 契 約 者 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く、 契 約 者 が 本     
     サー ビ ス ⽤ 設 備 等 に 登 録 し た デー タ 等 を 削 除 す る こ と が あ り ま す。   
2.   当 社 は、 前 項 に 基 づ く デー タ 等 の 削 除 に 関 し、 当 社 は ⼀ 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   
  
第 32 条 （契 約 者 へ の 要 求 等）   
1.   当 社 は、 〔 1 〕 契 約 者 に よ る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ が 第 24 条 （禁 ⽌ 事 項） の 各 号 に 該 当 す る と 判 断 し た 場 合、 〔 2 〕 当 該 利 ⽤ に 関 し 他 者 か ら 当 社 に 対 し   
     ク レー ム、 請 求 等 が な さ れ、 か つ 必 要 性 が 認 め ら れ る 場 合、 ま た は （ 3 ） そ の 他 の 理 由 で 本 サー ビ ス の 運 営 上 不 適 当 と い え る 場 合 は、 当 該 契 約 者 に   
     対 し、 次 の 措 置 の い ず れ か ま た は こ れ ら を 組 み 合 わ せ て 講 ず る こ と が あ り ま す。   
    （ 1 ） 第 24 条 （禁 ⽌ 事 項） の 各 号 に 該 当 す る ⾏ 為 を や め る こ と、 お よ び 同 様 の ⾏ 為 を 繰 り 返 さ な い よ う に 要 求 し ま す。   
    （ 2 ） 他 者 と の 間 で、 ク レー ム 等 の 解 消 の た め の 協 議 （裁 判 外 紛 争 解 決 ⼿ 続 を 含 み ま す） を ⾏ う よ う 要 求 し ま す。   
    （ 3 ） 契 約 者 が 発 信 ま た は 表 ⽰ す る 情 報 を 削 除 す る こ と を 要 求 し ま す。   
    （ 4 ） 事 前 に 通 知 す る こ と な く、 契 約 者 が 発 信 ま た は 表 ⽰ す る 情 報 の 全 部 も し く は ⼀ 部 を 削 除 し、 ま た は 他 者 が 閲 覧 で き な い 状 態 に 置 き ま す。   
    （ 5 ） 事 前 に 通 知 す る こ と な く、 契 約 者 が 情 報 を 発 信 で き な い よ う な ⼀ 時 的 措 置 を 執 り ま す。   



    （ 6 ） 第 32 条 （利 ⽤ の 停 ⽌） に 基 づ き 本 サー ビ ス の 利 ⽤ を 停 ⽌ し ま す。   
    （ 7 ） 第 14 条 （当 社 か ら の 解 約） に 基 づ き 利 ⽤ 契 約 を 解 約 し ま す。   
    （ 8 ） 当 社 の 保 持 す る 契 約 者 の 情 報 を も と に、 当 社 よ り 裁 判 所・ 警 察 等 の 公 的 機 関 へ の 訴 え を 提 起 し ま す。   
2.   前 項 の 措 置 は 第 23 条 （⾃ ⼰ 責 任 の 原 則） に 定 め る 契 約 者 の ⾃ ⼰ 責 任 の 原 則 を 否 定 す る も の で は な く、 前 項 の 規 定 の 解 釈、 運 ⽤ に 際 し て は ⾃ ⼰ 責 任 の   
     原 則 が 尊 重 さ れ る も の と し ま す。   
3.   契 約 者 は、 本 条 第 1 項 の 規 定 は 当 社 に 同 項 に 定 め る 措 置 を 講 ず べ き 義 務 を 課 す も の で は な い こ と を 承 諾 し ま す。 ま た、 当 社 が 本 条 第 1 項 に 従っ た 措 置   
     を ⾏っ た 場 合、 当 社 は 契 約 者 に 対 し ⼀ 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。 た だ し、 当 社 に 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 が あ る 場 合 は、 こ の 限 り で は あ り ま   
     せ ん。   
  
第 33 条 （利 ⽤ の 停 ⽌）   
1.   当 社 は、 契 約 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ を 即 時 に 停 ⽌ す る こ と が あ り ま す。   
    （ 1 ） ⽀ 払 期 ⽇ を 経 過 し て も 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ を ⽀ 払 わ な い 場 合   
    （ 2 ） 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ の 決 済 に ⽤ い る 契 約 者 の 指 定 ク レ ジッ ト カー ド の 利 ⽤ が 解 約、 更 新 そ の 他 の 理 由 に よ り 確 認 で き な く なっ た 場 合   
    （ 3 ） 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ の 決 済 に ⽤ い る 契 約 者 の 指 定 ク レ ジッ ト カー ド が 紛 失 等 の 事 由 に よ り 利 ⽤ 不 能 と な り、 ク レ ジッ ト カー ド 会 社 か ら 緊 急   
             に 停 ⽌ す べ き 旨 の 連 絡 が 当 社 に 来 た 場 合   
    （ 4 ） 当 社 指 定 の 決 済 ⽅ 法 登 録 申 込 書 が 返 送 期 限 ま で に 到 着 し て い な い 場 合   
    （ 5 ） 契 約 者 に 対 す る 破 産 の 申 ⽴ が あっ た 場 合、 ま た は 契 約 者 が 成 年 後 ⾒ 開 始 の 審 判、 保 佐 開 始 の 審 判 も し く は 補 助 開 始 の 審 判 を 受 け た 場 合   
    （ 6 ） 本 サー ビ ス の 利 ⽤ が 第 24 条 （禁 ⽌ 事 項） の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し、 前 条 （契 約 者 へ の 要 求 等） 第 1 号 お よ び 第 2 号 の 要 求 を 受 け た 契 約 者 が、   
             当 社 の 指 定 す る 期 間 内 に 当 該 要 求 に 応 じ な い 場 合   
    （ 7 ） 前 各 号 の ほ か 本 契 約 約 款 に 違 反 し た 場 合   
2.   当 社 は、 前 項 の 規 定 に よ り 本 サー ビ ス の 利 ⽤ を 停 ⽌ す る と き は、 あ ら か じ め 停 ⽌ の 理 由 を 契 約 者 に 通 知 し ま す。 た だ し、 や む を 得 な い 場 合 は、 こ の   
     限 り で は あ り ま せ ん。   
3.   契 約 者 が ア カ ウ ン ト ID を 複 数 個 保 有 し て い る 場 合 に お い て、 当 該 ア カ ウ ン ト ID の い ず れ か が 前 条 第 1 項 ま た は 本 条 第 1 項 に よ り 使 ⽤ の ⼀ 時 停 ⽌ ま た は   
     解 約 と なっ た 場 合、 当 社 は、 当 該 契 約 者 が 保 有 す る す べ て の ア カ ウ ン ト ID の 使 ⽤ を ⼀ 時 停 ⽌、 ま た は 解 約 と す る こ と が で き る も の と し ま す。   
4.   当 社 は、 本 条 第 1 項 第 2 号 ま た は 第 3 号 の 事 由 に よ る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 停 ⽌ の 場 合、 契 約 者 の 希 望 に よ り、 契 約 者 が ⼀ 時 的 に ク レ ジッ ト カー ド 以 外 の   
     決 済 ⽅ 法 を ⽤ い て 利 ⽤ 料 ⾦ を ⽀ 払 い、 さ ら に 後 ⽇ 新 た に 別 の ク レ ジッ ト カー ド を 登 録 す る こ と を 条 件 に、 本 サー ビ ス を 継 続 し て 使 ⽤ す る こ と を 認 め   
     る こ と が あ り ま す。 た だ し、 本 項 の 規 定 は 当 社 の 義 務 を 定 め る も の で は あ り ま せ ん。   
5.   本 条 の 定 め は、 当 社 が 契 約 者 に 対 し て 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 制 限 す る も の で は あ り ま せ ん。   
  
第 8 章   損 害 賠 償 等   
第 34 条 （損 害 賠 償 の 制 限）   
1.   当 社 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り、 契 約 者 が 本 サー ビ ス を 全 く 利 ⽤ で き な い 状 態 （以 下 「利 ⽤ 不 能」 と い い ま す） に 陥っ た 場 合 で、 か つ 契 約 者 が ⽉ 額   
     基 本 料 ⾦ の 発 ⽣ す る 本 サー ビ ス を 申 し 込 ん で い る 場 合、 当 社 は、 本 契 約 約 款 で 特 に 定 め る 場 合 を 除 き、 当 社 が 当 該 契 約 者 に お け る 利 ⽤ 不 能 を 知っ た   
     時 刻 か ら 起 算 し て 48 時 間 以 上 そ の 状 態 が 継 続 し た 場 合 に 限 り、 1 料 ⾦ ⽉ の ⽉ 額 基 本 料 ⾦ の 30 分 の 1 に 利 ⽤ 不 能 の ⽇ 数 （ 24 時 間 を 1 ⽇ と し ま す。 24 時 間   
     に 満 た な い も の は 切 り 捨 て と し ま す） を 乗 じ た 額 （円 未 満 切 り 捨 て） を 限 度 と し て、 契 約 者 に 現 実 に 発 ⽣ し た 損 害 の 賠 償 請 求 に 応 じ ま す。 た だ し、   
   〔 1 〕 天 災 地 変 等 当 社 の 責 に 帰 さ な い 事 由 に よ り ⽣ じ た 損 害、 〔 2 〕 当 社 の 予 ⾒ の 有 無 を 問 わ ず 特 別 の 事 情 か ら ⽣ じ た 損 害、 〔 3 〕 逸 失 利 益 を 含 む 間 接   
     損 害 に つ い て は、 当 社 は ⼀ 切 の 賠 償 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   
2.   当 社 は、 以 下 の ⽅ 法 の い ず れ か、 ま た は こ れ ら を 組 み 合 わ せ る こ と に よ り 前 項 の 賠 償 請 求 に 応 じ ま す。   
    （ 1 ） 後 に 請 求 す る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 か ら 賠 償 額 に 相 当 す る ⾦ 額 を 減 額 す る こ と   
    （ 2 ） 賠 償 額 に 相 当 す る 本 サー ビ ス の 使 ⽤ 権 を 付 与 す る こ と   
3.   利 ⽤ 不 能 が 当 社 の 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 に よ り ⽣ じ た 場 合 に は、 前 項 は 適 ⽤ さ れ ず、 当 社 は 契 約 者 の 損 害 賠 償 請 求 に 応 じ ま す。 た だ し、 こ の 場 合 で   
     も、 間 接 損 害 に つ い て 当 社 は 賠 償 責 任 を 負 い ま せ ん。   
4.   本 サー ビ ス ⽤ 設 備 等 に か か る 登 録 電 気 通 信 事 業 者 ま た は そ の 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 に 起 因 し て 契 約 者 が 本 サー ビ ス を 利 ⽤ 不 能   
     と なっ た 場 合、 利 ⽤ 不 能 と なっ た 契 約 者 に 対 す る 損 害 賠 償 額 は、 当 社 が か か る 電 気 通 信 役 務 に 関 し 当 該 登 録 電 気 通 信 事 業 者 ま た は そ の 他 の 電 気 通 信   
     事 業 者 か ら 受 領 す る 損 害 賠 償 額 を 限 度 と し、 当 社 は 前 項 に 準 じ て 契 約 者 の 損 害 賠 償 の 請 求 に 応 じ る も の と し ま す。   
5.   前 項 に お い て、 賠 償 の 対 象 と な る 契 約 者 が 複 数 存 在 す る 場 合、 契 約 者 へ の 賠 償 ⾦ 額 の 合 計 が 当 社 の 受 領 す る 損 害 賠 償 額 を 超 え る と き の 各 契 約 者 へ の   
     賠 償 ⾦ 額 は、 当 社 が 受 領 す る 損 害 賠 償 額 を 本 条 第 1 項 に よ り 算 出 さ れ た 各 契 約 者 に 対 し 返 還 す べ き 額 で 按 分 し た 額 と し ま す。   
  
第 35 条 （免 責）   
1.   当 社 は、 本 契 約 約 款 で 特 に 定 め る 場 合 を 除 き、 契 約 者 が 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 関 し て 被っ た 損 害 に つ い て は、 債 務 不 履 ⾏ 責 任、 不 法 ⾏ 為 責 任 そ の 他 の   
     法 律 上 の 責 任 を 問 わ ず、 契 約 者 が 当 社 に ⽀ 払 う ⼀ヵ ⽉ 分 の 利 ⽤ 料 ⾦ を 超 え て 賠 償 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。 た だ し、 契 約 者 が 本 サー ビ ス の 利   
     ⽤ に 関 し て 当 社 の 故 意 ま た は 重 ⼤ な 過 失 に よ り 損 害 を 被っ た 場 合 に つ い て は、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
2.   当 社 は、 本 サー ビ ス に よっ て ア ク セ ス が 可 能 な 情 報、 ソ フ ト ウェ ア 等 に つ い て、 そ の 完 全 性、 正 確 性、 有 ⽤ 性 ま た は 適 法 性 を 保 証 し な い も の と し ま   
     す。   
3.   当 社 は、 契 約 者 が 本 サー ビ ス ⽤ 設 備 等 に 蓄 積 し た、 ま た は 契 約 者 が 他 者 に 蓄 積 す る こ と を 承 認 し た デー タ 等 が 消 失 （本 ⼈ に よ る 削 除 は 除 き ま す）   
     し、 ま た は 他 者 に よ り 改 ざ ん さ れ た 場 合 は、 技 術 的 に 可 能 な 範 囲 で デー タ 等 の 復 旧 に 努 め る も の と し、 そ の 復 旧 へ の 努 ⼒ を もっ て、 消 失 ま た は 改 ざ     
     ん に 伴 う 契 約 者 ま た は 他 者 か ら の 損 害 賠 償 の 請 求 を 免 れ る も の と し ま す。   
4.   当 社 は、 契 約 者 が 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る こ と に よ り 他 者 と の 間 で ⽣ じ た 紛 争 等 に 関 し て、 ⼀ 切 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。 た だ し、 当 社 に 故 意 ま   
     た は 重 ⼤ な 過 失 が あ る 場 合 は、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん。   
  
第 36 条 （個 別 契 約 優 先）   
当 社 と 契 約 者 と の 間 に お い て、 本 利 ⽤ 契 約 に つ い て、 本 契 約 約 款 の 定 め と 異 な る 個 別 合 意 を し て い る 場 合、 個 別 合 意 が 本 契 約 約 款 に 優 先 し て 適 ⽤ さ れ   
る も の と し ま す。   
  
以 上   
付 則 ︓   
本 契 約 約 款 本 ⽂   
制 定 2020 年 4 ⽉ 1 ⽇   
  
  
  
  
  
  



別 紙   
  

1.   ど こ よ り も プ リ ペ イ ド サー ビ ス 内 容     
  

  
  
  
※1 ⽇ の ⾼ 速 通 信 デー タ 量 が 1.5GB を 超 え た 場 合、 当 ⽇ 24:00 ま で 通 信 速 度 を 256Kbps に 制 限 さ せ て い た だ き ま す。     
※ 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る に あ た り、 以 下 の 要 件 が 適 ⽤ さ れ る も の と し ま す。     
  ①   契 約 者 が 本 サー ビ ス に お い て 使 ⽤ す る   IP ア ド レ ス は、 当 社 が 指 定 し ま す。 契 約 者 は、 当 該   IP ア ド レ ス   以 外 の   IP ア ド レ ス を 使 ⽤ し て 本 サー ビ ス   
    を 利 ⽤ す る こ と は で き ま せ ん。     
  ②   契 約 者 は、 SIM   カー ド に つ き、 次 の 事 項 を 遵 守 す る も の と し ま す。     
  （ i ） 当 社 の 承 諾 が あ る 場 合 を 除 き、 SIM カー ド の 分 解、 損 壊、 ソ フ ト ウェ ア の リ バー ス エ ン ジ ニ ア リ ン   グ そ の 他 SIM カー ド と し て の 通 常 の ⽤ 途 以   
             外 の 使 ⽤ を し な い こ と   
    （ ii ） SIM   カー ド を 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を もっ て 管 理 す る こ と     
     ③   本 サー ビ ス の 利 ⽤ が 事 由 の 如 何 を 問 わ ず 終 了 し た 場 合、 そ の 他   SIM   カー ド を 利 ⽤ し な く なっ た 場 合 に   は、 契 約 者 は、 遅 滞 な く   SIM   カー ド を 当   
         社 に 返 還 す る も の と し ま す。     
     ④   SIM カー ド を 亡 失、 損 壊 し た 場 合 に、 代 替 品 は 提 供 さ れ ま せ ん。     
     ⑤   本 サー ビ ス に お い て は、 本 規 約 の 他 の 部 分 に 定 め る ほ か、 本 サー ビ ス の 品 質 お よ び 利 ⽤ の 公 平 性 の 確 保 を ⽬   的 と し て、 契 約 者 の ⼀ 定 期 間 内 の 通   
         信 量 が 当 社 の 別 途 定 め る 基 準 を 超 過 し た 場 合 に お い て、 契 約 者 に 事 前 に 通 知   す る こ と な く 通 信 の 利 ⽤ を 制 限 す る 場 合 が あ り、 契 約 者 は あ ら か じ   
      め こ れ に 同 意 す る も の と し ま す。     
※91 ⽇ プ ラ ン は、 お 申 し 込 み 時 に、 定 期 的 に SIM を 購 ⼊ す る か を 選 択 で き ま す。 選 択 し た 場 合、 最 終 利 ⽤ ⽉ の 中   旬 頃 に 更 新 ⽤ の SIM が 発 送 さ れ ま す。     
     SIM が 発 送 さ れ た 場 合、 91 ⽇ プ ラ ン の 料 ⾦ が 発 ⽣ し ま す。     
※SIM が 発 送 さ れ た ⽉ の 翌 ⽉ 25 ⽇ ま で に、 更 新 解 除 の 旨 を 当 社 に 通 知 し た 場 合、 定 期 更 新 を 解 除 す る こ と が で き   ま す。 更 新 解 除 の 通 知 が な い 場 合、 定     
     期 的 に SIM を 発 送 い た し ま す。     
※SIM が 発 送 さ れ て か ら ⼗ヵ ⽉ 以 内 に 利 ⽤ さ れ な い 場 合、 SIM に よ る デー タ 通 信 が 利 ⽤ 不 可 と な り ま す。   
  

プ ラ ン 名   利 ⽤ 可 能 期 間   ⾼ 速 通 信 容 量   ⾦ 額 （税 込）   

31 ⽇ プ ラ ン （ 1.5GB ）   開 通 ⽇ を 含 む 31 ⽇   ※1 ⽇ 当 た り 1.5GB   3,960 円   

61 ⽇ プ ラ ン （ 1.5GB ）   開 通 ⽇ を 含 む 61 ⽇   ※1 ⽇ 当 た り 1.5GB   7,238 円   

91 ⽇ プ ラ ン （ 1.5GB ）   開 通 ⽇ を 含 む 91 ⽇     ※1 ⽇ 当 た り 1.5GB   9,812 円   


